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令和６年度 人事異動及び組織機構の改正について 
 

 「令和６年度県政運営の基本的考え方」に示した「県民の安全・安心な暮らしの確保」、「県

民一人ひとりの希望の実現・総活躍の促進」、「産業・企業の活性化と未来を見据えた成長力の

強化」、「地域に活力をもたらす国内外との交流の拡大」の４つの視点に基づき、未来を見据え、

安全・安心を土台に県民誰もが個性や能力を発揮でき、将来にわたり地域の活力が持続する県

づくりを力強く推進していくため、令和６年４月１日付けで人事異動及び組織機構の改正を以

下のとおり行う。 
 

Ⅰ 人事異動の基本方針 

人事異動に当たっては、組織の活性化と職員の士気高揚に意を用いながら、個々の職員の

能力が最大限発揮されるよう、次の点に留意した。 

 

１ 適材適所の原則に立ち、意欲的で創造力に富む人材の積極的な登用 

２ 女性職員の能力が多様な分野で発揮されるよう、また、将来の幹部職員登用も展望し

た、女性職員の積極的な登用と活躍の場の拡大に配慮した人事配置 

３ 市町村・地域等現場の声を大切にする県政を展開するため、総合支庁等出先機関と  

本庁との交流の推進 

４ 人材育成の視点に立った、市町村との相互交流や省庁・民間等派遣、研修派遣などの

実施 

 

Ⅱ 主な組織機構の改正 

■ 部局横断的な重要課題にオール県庁で対応するための組織体制の整備 

県政を取り巻く部局横断的な重要課題に対し、各部局が連携した施策を展開するとともに、

総合発展計画の実施計画策定を推進するため、全庁の調整・舵取り役となるみらい企画創造

部の次長を２名体制に強化する。 

◇ 人手不足などの部局横断的な課題や屋内スケート施設・新博物館の整備といった重要プ

ロジェクト等に関し、各部局と連携した具体的な政策検討・企画立案を実施する『重要プ

ロジェクト等推進監』を新設する。あわせて、推進監の下、各種プロジェクトを推進する

『重要プロジェクト等推進主幹』を新設する。 

◇ 県政課題解決の重要なツールとなるデジタル化を強力に推進しながら、実効性のある総

合発展計画の実施計画策定を推進する『総合発展計画・ＤＸ推進監』を新設する。 
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■ 「県政運営の基本的考え方」に示した４つの視点に沿った組織体制の整備 

(１) 県民の安全・安心な暮らしの確保 

  ① 西村山地域における新病院の整備 

◇ 西村山地域の医療提供体制の再構築に向けて、新病院の整備を含めた具体的な検討

を進めるため、医療政策課に『西村山医療体制企画主幹』を新設する。 

 

② 医療政策の一体的な展開 

◇ 医療従事者の確保や医師の働き方改革の定着・実現に向け、地域の医療提供体制と

の調整を図りながら一体的な取組みを推進するため、医療政策課と地域医療支援課を

統合する。 

 

 (２) 県民一人ひとりの希望の実現・総活躍の促進 

  ① スポーツ関連業務の集約 

◇ 観光や地域活性化などの視点を加えた総合的なスポーツ振興施策を展開するため、

教育委員会が所管しているスポーツに関する業務（学校体育に関することを除く）を

知事部局（観光文化スポーツ部）へ移管する。 

◇ 移管にあわせ、観光文化スポーツ部に『スポーツ振興課（競技力向上・アスリート

育成室）』を新設する。 

 

② 文化振興施策の推進 

◇ スポーツ部門の集約に伴い、文化振興施策を一体的に所管する『県民文化芸術振興

課（博物館・文化財保存活用室）』を新設する。 

 

(３) 産業・企業の活性化と未来を見据えた成長力の強化 

  ① 県内企業の海外取引活性化 

◇ 県産日本酒をはじめ、県内企業による豊富な県産品の海外取引を活性化するため、

『県産品・貿易振興課』を新設する。 
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② 県産農産物の販路開拓・輸出推進 

◇ 県産農産物の更なる消費拡大を目指し、国内外への販路開拓・販売促進に向けた取

組みを強化するため、『農産物販路開拓・輸出推進課』を新設する。 

 

③ 観光産業を取り巻く環境変化への対応 

◇ コロナ禍を経て急速に拡大する観光需要など、環境変化に的確に対応した観光誘客

を進め、交流人口を拡大するため、『観光交流拡大課』を新設する。 

◇ インバウンドのみならず、アウトバウンドを含めた観光施策を推進するため『国際

観光推進室』を、観光誘客につながる観光資源の掘起し・磨上げを進めるため『観光

魅力創造室』をそれぞれ新設する。 

 

(４) 地域に活力をもたらす国内外との交流の拡大 

  ① 交通ネットワークの充実・強化 

◇ 将来の整備費用に備えた基金造成など、トンネル整備の早期事業化に向けた取組み

のほか、米坂線の復旧に向けた取組みを進めるため、総合交通政策課に『米沢トンネ

ル(仮称)事業化・整備等推進室』を新設する。 

◇ 持続可能で利便性の高い地域交通を構築するとともに、暮らしや産業を支える物流

の確保に取り組むため、総合交通政策課に『地域交通・物流対策主幹』を新設する。 
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Ⅲ 人事異動の状況 
                            （知事部局） 

 

区    分 
令 和 ６ 年 度 （参考） 令 和 ５ 年 度 

異 動 数 昇 任 者 異 動 数 昇 任 者 

部 長 級  １０名 ６名  １０名 ８名 

次 長 級 ３４名 ２２名 ３３名 ２０名 

課 長 級 ２０６名 ６７名 ２２８名 ７６名 

課 長 補 佐 級 ４９２名 １０８名 ４４６名 １００名 

主 査 級 ２８５名 ７４名 ３２２名 ７１名 

係 長 級 ２７９名 １０１名 ２５９名   ７８名 

一 般 級 ２６３名  ２８６名  

合   計 １，５６９名 ３７８名 １，５８４名 ３５３名 

 

（参考）全任命 

 

区    分 
令 和 ６ 年 度 （参考） 令 和 ５ 年 度 

異 動 数 昇 任 者 異 動 数 昇 任 者 

部 長 級 １１名 ７名 １１名 ９名 

次 長 級 ３８名 ２４名 ３９名 ２６名 

 

 

Ⅳ 女性職員の登用状況 
                             （知事部局） 

 

区    分 
令 和 ６ 年 度 （参考） 令 和 ５ 年 度 

職 員 数 昇 任 者 職 員 数 昇 任 者 

部 長 級 ４名  (23.5%) １名 ３名  (16.7%) ２名 

次 長 級  １０名  (20.8%) ４名   ８名  (17.0%) ５名 

課 長 級 ８０名 (22.1%) ２２名 ７３名 (20.1%) １６名 

課長級以上小計 ９４名 (22.0%) ２７名 ８４名 (19.6%) ２３名 

課 長 補 佐 級 ２２０名 (26.2%) ４３名 １９１名 (24.4%) ３３名 

主 査 級 ２４０名 (34.2%) ２６名 ２６１名 (35.2%) ２４名 

係 長 級 ２４５名 (33.1%) ３６名 ２３５名 (31.8%) ２５名 

合   計 ７９９名 (29.5%) １３２名 ７７２名 (28.7%) １０５名 

（ ）は職員数に占める女性職員の割合 


